
   

居宅介護支援 重要事項説明書 

＜令和 6年 8月 1日現在＞ 

 

居宅介護支援のサービス提供について、事業所の概要や提供されるサービスの内容、契

約上ご注意いただきたいことについて次の通り説明を致します。 

 

１．事業者について 

法人名 医療法人社団 珠泉会 

法人所在地 東京都昭島市田中町２－１－３７ 

電話番号 ０４２－５４９－７７９９ 

代表者氏名 理事長 市村 義久 

設立年月 平成８年２月 

２．事業所について 

事業所名 ウイング介護サービスセンター 

事業所所在地 東京都府中市四谷６－１５－２ 

電話番号 ０４２－３５８－９３５２ 

管理者氏名 高橋 真理 

指定年月 １３７３８００６１２ 

３．運営方針 

１ 当事業所は前条の目的を達成するため、介護保険法ならびに関係法令の理念

に基づき施設の運営を適正かつ健全に行うため、運営の基本方針を定める。 

  【運営の基本方針】 

  ・「健やかなる老い」の場は家庭にある、その早期復帰を目指すこと 

・「健やかなる老い」は家庭や地域の方々と共に支え合うもの 

・「健やかなる老い」は奉仕の精神と絶ゆまぬ努力の上に成り立つもの 

・「健やかなる老い」はその如何に問わず万人に享受されるべきもの 

 ２ 当事業所は、要介護状態等となった場合においても、その利用者が可能な限

り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができる

ように配慮して行う。 

 ３ 当事業所は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用

者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者

から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。 

 ４ 当事業所は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、

利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービ

ス事業に不当に偏することのないよう公正中立に行う。 

 ５ 当事業所は、自治体、医師会、地域包括支援センター、地域自治会、他の指

定居宅介護支援事業者、介護保険施設等の関係機関との連携に努める。 

 

 



   

 

  ４．事業所の概要 

   ① 職員について 

管理者 １名（主任介護支援専門員との常勤兼務） 

介護支援専門員 １名以上 

   ② 営業日について 

営業日・時間 
月～金曜日 ９：００～１７：００ 

ただし、年末年始を除く 

   ③ 通常の事業の実施地域について 

府中市：四谷・日新町・分梅町・住吉町・南町・矢崎町・本町・西府町・本宿町・

美好町・片町・西原町 

国立市：谷保・富士見台 

  

 ５．サービス提供について 

   ① 初回サービス提供の流れ  ～ケアプランの作成～ 

 

② 毎月のサービス提供の流れ 

   ③ 介護保険の申請および更新手続きなどの書類作成支援を行います。 

翌月分のサービス利用

表・別表をお渡し致しま

す。 

 

サービス提供 

モニタリング 

 

サービス計画に基づきサービスの提供が行われます。 

１ヶ月に１度訪問させて頂き、生活やお体の状態やサー

ビスの利用状況等を把握させていただきます。課題に変

化が見られるときやご希望に変化があるときなどは、

「居宅サービス計画書」の見直しを行わせて頂きます。

す。 
ご確認の上、所定箇所に承認の印として押印して頂きます。 

ご契約 

アセスメント 

課題分析 

式ケアプラン）を用いて調査を実施いたします。ご利用者様との面

接を行い、問題点や課題を把握してサービス利用の原案を作成しま

す。 

計画作成にあたり、複数の事業所等の紹介をする事も可能です。 

計画原案 

サービス担当者会議 

サービス提供開始 

 

計画されたサービス事業所についての選定理由につい

て、ご説明が必要であれば丁寧に行います。 

サービス担当者会議で、居宅サービス計画書原案をもと

に、ご利用者本人と家族とサービス事業者の担当者が、

話し合いを行います。話し合いの結果同意を頂き、 

サービス提供を開始します。サービス計画の内容に不足

等ある場合には、修正を致します。 

 

同意 

所定のアセスメント方式（全国高齢者ケア協会フローチャート式 

ケアプラン）を用いて調査を実施致します。ご利用者様と面

接を行い、問題点や課題の把握をしてサービス利用の原案

を作成します。計画作成にあたり、複数の事業者等の紹介

をすることも可能です。 



   

   ④ ご利用者本人が医療機関に入院された際は、担当の介護支援専門員の 

     氏名、連絡先を医療機関にお伝えください。 

６．ご利用料について  

  ① 利用料 

居宅介護支援に関するサービス利用料金について、事業者が法律の規定に基づいて、

介護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領する場合（法定代理受領）は、

ご契約者の自己負担はありません。但し、ご契約者の介護保険料の滞納等により、事

業者が介護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領することができない場合

は、下記のサービス利用料金の全額を一旦お支払い下さい。 

 

  （ア）居宅介護支援費 

取扱件数 要介護１・２ 要介護３・４・５ 

45 件未満 12，000 円/月 15，591 円/月 

45 件以上 60 件未満 6，011 円/月 7，779 円/月 

60 件以上 3，602,円/月 4，663 円/月 

  

  （イ）他加算（要件に該当した場合算定いたします） 

初回加算 ３，３１５円/月 

・新規に居宅サービス計画を作成する場合 

・要支援者が要介護認定を受けた場合に居 

 宅サービス計画を作成する場合 

・要介護状態区分が２区分以上変更された場合に居

宅サービス計画を作成する場合 

入院時情報連携加算Ⅰ ２，７６２円/月 

入院当日中に病院又は診療所に必要な情報提供を行

った場合 

入院時情報連携加算Ⅱ ２，２１０円/月 

入院３日以内に病院又は診療所に必要な情報提供を

行った場合 

退院・退所加算Ⅰイ ４，９７２円/月 

・退院又は退所の際、関係機関への情報収集等連携

をカンファレンス以外の方法で行った場合。ただし

初回加算を算定した場合は算定しない 

小規模多機能型居宅介護

支援事業所連携加算 
３，３１５円/月 

・小規模多機能型居宅介護に移行する際に必要な情

報提供を行った場合 

 

看護小規模多機能型居宅

介護事業所連携加算 
３，３１５円/月 

・看護小規模多機能型居宅介護事業所のサービスを

利用する際に必要な情報提供等協力を行った場合 

緊急時等居宅カンファレン

ス加算 
２，２１０円/月 

・医師等医療機関の求めにより居宅を訪問しカンフ

ァレンスを行い、サービスの調整等を行った場合 

（月２回を限度） 

 

介護支援事業所としてのサービス（モニタリングなど）が実施されない場合は（ア）

の１００分の５０に相当する単位でのご請求となります。更に２ヶ月以上継続して



   

いる場合には、請求算定が行えなくなります。 

   ・事業所全体で特定事業所に偏ったサービス計画が立案されていた場合は（事業所

全体で）上記記述より２００単位を減算しての請求となります。 

 

② 交通費 

基本的には無料ですが、通常の実施地域以外の方は介護支援専門員が訪問する場

合には交通費の実費が必要となります。この場合、事前に文書によるご説明とご

同意の文書に署名をいただきます。尚、自動車を利用した場合の交通費は下記の

通りです。（道のりでの算定となります） 

・事業所から、片道概ね５ｋｍ未満の場合 ： ２５０円 

・事業所から、片道概ね５ｋｍ以上の場合 ： ３５０円 

 

７ 居宅介護支援の解約について 

  当事業所の居宅介護支援の契約を解除する場合には７日前までに書面にて事業所へご

連絡下さい。 

 

８ 秘密保持 

① 事業者及び事業者の職員は、当法人の個人情報保護方針に基づき、業務上知り得

た利用者又はその家族等に関する個人情報の利用目的を別紙１のとおりと定め、

適切に取り扱います。また正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務

は契約終了後も同様です。 

② 前項にかかわらず、事業者は利用者に関わるサービス担当者会議での利用など正

当な理由がある場合には、その情報が用いられる者の同意を文書により受けた上

で、利用者又はその家族等の個人情報を用いることができるものとします。 

 

９ 事故発生時の対応 

   サービス提供等により事故が発生した場合、速やかに利用者及びご家族、保険者、

関係機関への連絡を行うと共に必要な措置を講じます。 

 

１０ 虐待の防止について 

   事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要  

   な措置を講じます。 

①虐待防止に関する責任者を選定しています。 

     虐待防止に関する責任者 管理者 高橋 真理 

     ・事業所内にて虐待防止の為の対策を検討する委員会を定期的に開催し     

その結果の周知徹底を図る 

     ・事業所内にて、虐待防止の為の研修を定期的に開催する。 

      ・前号にあげる措置を適切に行うために、法人内事業所の担当者と協力して行 

う。 

②成年後見制度の利用を支援します。 

③ 苦情解決体制を整備しています。 

 

 



   

１１ 損害賠償保障制度の加入状況について 

   当事業所は、居宅介護支援事業所総合保障制度（賠償事故補償・障害見舞金）に加

入しております。 

 

１２ サービス内容に関する相談・要望・苦情などの窓口について 

① 担当窓口     管理者  高橋 真理 

   ご利用時間：午前９時～午後５時  電話：０４２－３５８－９３５２（直通番号） 

   ウイング介護サービスセンターお休みの場合 

      ご利用時間：午前９時～午後５時   電話：０４２－３５８－９３３０（代表番号） 

 

② 苦情受付の流れ 

  

 

     ※ 苦情申立をした場合でもご本人、ご家族様には不利益が生じないよう 

配慮いたします。 

 

③ 行政機関の苦情受付機関 

 

保 険 者 等 電話番号 

府中市介護保険課 042-335-4030（直通） 

国立市介護保険課 042-576-2111(代) 内線 166 

東京都国民健康保険団体連合会 

    苦情相談窓口 
03-6238-0177（直通） 

苦情受付 

事実の把握と課題の整理 

対応策の検討 

対応策の決定と説明 

サービス事業者と調整 対応困難 

市町村（保険者）へ連絡 

実施 

確認・報告 



   

  

令和  年  月  日 

    

  医療法人社団 珠泉会 

   理事長 市村 義久 

  ウイング介護サービスセンター   殿 

   

  私は上記の貴事業所の内容説明を受け、その内容を理解し同意しました。 

 

           住  所                    

 

           氏  名                                 ㊞ 

 

 

  

   私は、下記の理由により本日利用者本人に代わり上記の貴事業所の内容説明を受け、そ

の内容を理解いたしましたので、利用者に代わり上記の署名をいたしました。 

  

              （署名を代行した理由）                  

       

        署名代行者 

        または成年後見人 

           住  所                     

 

           氏  名                                 ㊞ 

 

※本書は２通を作成し、利用者、事業者が各１通保有するものとします。 

 


